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はじめに

　少子高齢化がいわれはじめて久しいが、出
生数はなかなか増えない。平成24年版子ど
も・若者白書によれば、子ども・若者人口
（０～29歳）の推移は、昭和50年以降ほぼ一
貫して減少している。合計特殊出生率は、平
成17年に最低1.26を示して以来上向き傾向で
あり、平成22年は1.39であったが、依然とし
て低い水準にあり、人口の維持に必要な2.08
には及ばない。2012年に発表された国立社会
保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成24年１月推計）」によると、現在の傾
向が続けば、2060年には、我が国の人口は
8,674万人となり、１年間に生まれる子ども
の数が現在の半分以下の50万人を割り、高齢
化率は約40％に達することになる（平成24年
版厚生労働白書）。
　出生率の低下は、ライフスタイルの変化、

結婚観、子ども観等の変化によって、男女と
もに晩婚化が進んでいること、子育てに不安
を感じていることなども、その原因と考えら
れる。たとえば、平成24年版厚生労働白書に
よれば、2030年には生涯未婚率が男性で約
30％、女性では約23％になるものと見込まれ
ている。また共働き世帯と専業主婦世帯とを
比べると、1997年には既に前者の数が後者の
数を上回っている。第14回出生動向基本調査
（2010年　独身者調査）によると、結婚する
意思をもつ未婚者は約９割であり、子どもに
ついても男女とも２人以上はほしいと希望し
ている。このことから、多くの人が結婚して
子どもを生み育てたい、結婚しても子どもを
持って働きたいと望んでいるにもかかわら
ず、その希望がかなえられず、結果として少
子化が進んでしまっているものと考えられる
（平成24年版厚生労働白書）。そこで、安心
して子育てができる環境を整えるために、ま
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た、せっかくもうけた子どもが安全に大人に
なるためにも、本稿では特に子どもの安全に
ついて考察していく。
　近年「安全な国」と言われてきた日本でも、
そうではないと感じることが多くなってきた。
近隣の住民との接触が少ない都会とは異なり、
地方は安全であると思われがちであったが、
都会や田舎に関わらず安全な街という概念は
消えつつある。幼い子どもが事件に巻き込ま
れることも多くなってきた。「小さな子ども
までは（かわいそうなので）ねらわない」と
いう考えより、むしろ「小さな子どもだから
こそ、思い通りになりやすくねらう」という
考えもあるようである。2003年度に１年間住
んだカナダのオンタリオ州でも、報道によっ
て、子どもが犯罪に巻き込まれることを多く
目にした。そしてそのような報道に触れるた
びに、それらを防ぐための手立てが、いろい
ろとたてられていることを知った。比較的安
全な国と言われてきた日本では、何か事件が
起こってから対処するということが多かった
が、私たちももう少し積極的に、子どもの安
全に対して考える必要があるのではないだろ
うか。

子どもが巻き込まれる犯罪

　私たちは、昔に比べて子どもの巻き込まれ
る犯罪が増えたと感じるが、実際のところは、
平成23年中に20歳未満の少年が被害者となっ
た刑法犯の認知件数は22万8,025件で、前年に
比べ約11.0％減少している（内閣府　平成24
年版子ども・若者白書）。ここ10年間の推移
をみても、総件数は毎年減少している。ただ
小学生や未就学児については、被害者数はそ
れほど減っているわけではない。また凶悪犯
被害の年次推移では、高校生や中学生の被害
は、平成14年、平成15年をピークにそれぞれ
減少傾向にあるが、小学生及び未就学児につ
いての被害はほぼ横ばい傾向にある（平成24

年版子ども・若者白書）。すなわち、増えて
いるわけではないが決して少なくなっている
わけでもなく、毎年のように犯罪に巻き込ま
れる子ども達が一定数いることを示している。
　八巻（2010）は、2009年度の警察庁の統計
から、小学生で略取・誘拐（いわゆる連れ去
り）の被害が多いことを紹介している。また
同じく八巻（2010）は、2003年度の警察庁の
統計をもとに、15歳以下の子どもが対象と
なった略取・誘拐事件の具体的な発生状況
を紹介している。それによると、未遂も含
む126件のうち、小学生が被害者となったの
は64.7%で最も多く、性別では女子が77.0%
であった。さらに、小中学生が被害にあった
時間帯は、15時から18時までが54.5%であり、
12時から15時までが14.1%であった。被害に
あった場所は、「学校付近の道路上」「その他
の道路上」が57.1%（小中学生以外を含む全
体値）となっていた（八巻、2010）。これら
から、犯罪は特別な場所や状況で起こってい
るわけではなく、日常生活の中で偶然一人に
なった時をねらわれたものと考えられる。
　カナダでも子どもの略取・誘拐を目にする
機会は多かった。特に衝撃的だったのは、自
宅で寝ている間に11歳の女児が連れ去られた
事件であった。犯人は、２階の女児の部屋に
窓から巧みに侵入しており、家族は、翌朝母
親が女児を起こしに行くまで気がつかなった。
この事件は、安全であるはずの自宅から子ど
もが連れ去られたということが大きな衝撃と
なって、カナダ全土で連日報道された。
　同じ北米でも、カナダはアメリカとは異
なって銃の所持が認められていないこともあ
り、かなり治安のよい国だと認識されている。
それでも、このように子どもが巻き込まれる
事件は後をたたない。誘拐して子どもに労働
をさせたり、人身売買の対象にしたりするこ
ともあるようである。身内の犯罪も多い。裁
判の末に子どもの養育権を失った親が、子ど
もを連れ去ってしまうこともあった。子ども
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の誘拐や失踪が多いことに気づいたのは、毎
月送られてくる民間のケーブルテレビ会社の
請求書の封筒の裏に「行方不明の子ども」と
して、捜索中の子どもの情報が写真付きで掲
載されていること、しかもそれは毎月違う子
どもが載っていることや、街中で多くの捜索
写真を見かけたことからである。
　カナダに限らず多くの欧米国ではそうであ
るが、基本的に「子どもたちは保護すべき存
在」になっており「法で守られる存在」であ
る。子どもをたたくと逮捕されるという法
律も、カナダでは2003年度に制定されてい
る。また、12歳ぐらいまでの子どもに一人で
留守番をさせることは禁じられている。同様
に、一人で買い物をしたり道を歩いたりして
いる子どももほとんどいない。日本では、幼
い子どもが留守番をすることや一人でお使い
に行くことは、「成長のあかし」として周囲
に歓迎されるが、外国では養育の放棄とみ
なされる。場所によっては、身近に歩いて行
けるような店や友達の家がないという国事情
にもよると思われるが、家に一人で置いてお
くことも含めて、原則として子どもを一人で
行動させないようにしている。駐車場の車の
中で待っている子どもも見たことがなく、車
の中に残っているのはペットの犬だけであっ
た。日本では、買い物中、車に置いていた乳
児が脱水症状になる事件が何回か報じられた
ことがあるが、おそらく外国では、子どもが
車に残っていることに気づいた人が警察に通
報することになるのであろう。また、カナダ
を含めて外国のスーパーやショッピングモー
ルで見かける親子連れは、いずれも大人が子
どもの手をしっかり握っているのが印象的で
あった。これは、手を離すと隙をねらって子
どもを連れ去るという事件が起こりうるから
であり、未遂ではあったが実際にトロントで
もそのような事件があった。保護者の手を離
れ、スーパーの中を走り回っている日本の子
どもたちに比べると、保護者の安全性の認識

に大きな差を感じる。「ある年齢以下の子ど
もを一人で行動させない」ということを広く
義務づけることによって、子どもが巻き込ま
れる事件や事故はいくらか減らすことができ
るのではないだろうか。

交通事故

　子どもは交通事故にも遭いやすい。平成
22年に不慮の事故により死亡した子ども・
若者（０～29歳）の数は2,001人となってお
り、年次推移をみると、平成元年をピークに
減少傾向が続いている。不慮の事故の内訳
は、乳児以外では交通事故が最も多い。平成
23年の交通事故による子ども・若者（ここで
は25歳未満の者）の死者数は551人で、前年
に比べて29人（5.0％）減少し、負傷者数は
19万8,081人で、前年に比べて１万4,099人
（6.6％）減少した。平成23年の交通事故に
よる子ども・若者死者数を年齢層別・状態別
にみると、６歳以下では自動車乗車中及び歩
行中が、７～12歳では自転車乗用中及び歩行
中が、13～15歳では自転車乗用中が、16～19
歳と20～24歳では自動車乗車中及び二輪車乗
車中がそれぞれ多くなっている（内閣府　平
成24年版子ども・若者白書）。
　カナダでも、子どもと高齢者が交通事故に
遭う割合は多かった。ただ日本と異なる点は、
基本的に子どもが一人で外出するような機会
が少ないことと、登下校中の交通事故を避け
るために、公立の学校ではスクールバスの運
用がなされていたことである。このスクール
バスは、道路交通法上かなりの優先権を持っ
ている。子どもたちが乗り降りをしている間
は、バスの前後左右のランプが一斉に点滅し
て大きな手のひらのような「STOP」サイン
が出る。この間は、すべての車はスクールバ
スの前後40ｍの距離をあけて停止していなけ
ればならない。中央分離帯のない道路では、
対向車線も含めてすべて停止である。これら
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は、バスを降りて思わず駆け出す子どもの事
故を防ぐためと考えられる。この規則に違反
すると高額の罰金が課せられる。
　高木（2010）は、子どもが交通事故に遭い
やすい要因として、子どもが自分の興味関心
の対象に注意を集めてしまうと周囲の状況に
気を配れないこと、行動が突発的で予測しに
くいこと、体が小さく運転者が気づきにくい
ことを挙げている。確かに、子どもは注意の
容量が大人に比べて少なく、同時にいくつか
のことに注意を払うことが困難である。した
がって、何かに興味を奪われてしまうと、道
路に出る前にいったん止まらなければならな
いことも忘れて走り出てしまう。またワーキ
ングメモリの容量も小さい。ワーキングメ
モリとは、「記憶の保持をしながら処理をす
る」という動的な短期記憶のシステムであり、
暗算や会話、読書をするときなどに働いてい
る。ワーキングメモリは、その背後に、目標
に向かって注意を維持する機能を持っており、
今から始める行動を正しく方向づけるもので
ある。またワーキングメモリの保持と処理は
トレードオフの関係にあり、処理に容量を使
いすぎると保持がおろそかになる。石王と苧
阪（1994）は、リスニングスパンテストを用
いて幼児のワーキングメモリ容量を測定する
試みを行っている。その結果、幼児のワーキ
ングメモリ容量は大人よりも小さく、さらに
注意をうまくコントロールできない幼児が多
くみられた。教示では課題のやり方を理解し
ているにも関わらず、その教示どおりに実験
を遂行することが困難で、エラーを起こして
いたのである。苧阪（2002）によると、高齢
者のワーキングメモリ容量を測定した際にも、
幼児と同じようなエラーをする者が多かった
ことがわかった。幼児はワーキングメモリの
形成の初期であり、高齢者は加齢によって
ワーキングメモリが脆弱になってくる時期で
ある。両者に共通の誤りがみられることは、
ワーキングメモリの機能が不安定な場合に、

注意のコントロール、特に抑制機能がうまく
コントロールできないことを表している（苧
阪、2002）。
　注意のコントロールがうまくできない時期
に、大量の情報が一挙に入ってくるような交
通量の多い場所に、子どもを一人で置くこと
はかなり危険であるといえる。

家庭内事故

　厚生労働省の「人口動態統計」によると、
１～４歳児、５～９歳児は「不慮の事故」が
１位である。全年齢と比較しても、幼児の
「不慮の事故」は特に注意しなければならな
いことである。国民生活センターの調査によ
ると、乳幼児の場合は交通事故よりも家庭内
事故の割合が多いという結果である。乳幼児
の家庭内事故としては、浴槽転落による溺
死・溺水、転倒・転落、誤飲、熱・高温物質
との接触など、さまざまな様態がみられる。
家庭内で危ない箇所としては、風呂場、台所、
ベランダ、階段、洗濯機等であり、誤飲に関
しては、たばこ、吸殻、灰皿の水、硬貨、ボ
タン、ペットボトルのキャップ、ボタン電池、
小さなおもちゃ、安全ピン、各種洗剤、医薬
品、化粧品、乾燥剤、殺虫・防虫剤、飴玉、
ピーナッツなどが指摘されている。
　これらは、乳幼児が必ずしも危険と察知で
きる対象物とは限らない。従って、危険の察
知については、乳幼児の認知的な能力だけで
はなく、事故が起こらないような環境のデザ
インを工夫することや、乳幼児のメタ認知の
不十分さを親の認知で補うようにしていくこ
とが重要だと考えられる。メタ認知について
は後述する。

行政での取り組み －スクールバス－

　子どもが連れ去りなどの被害にあったり交
通事故に遭ったりするのは、登下校中や放課
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後であることが多い。いくら言い聞かせても、
言葉巧みに誘われるとついていく可能性が
あったり、自分の興味あることだけに夢中に
なってしまい車の前に飛び出す可能性があっ
たりすることを考えると、ある程度の年齢ま
ではできるだけ子どもを一人にしない工夫が
必要である。
　文部科学省による「国内におけるスクー
ルバス活用状況等調査報告書（平成20年３
月）」は、全国でスクールバスを導入してい
る自治体の取り組み状況を報告している。文
部科学省がスクールバスを導入する目的は、
へき地における通学支援と通学路における安
全確保のためである。へき地の学校だけでな
く、市町村の合併で学校が統廃合され、小学
校でも通学距離が遠くなった児童生徒を対象
とした、スクールバスの国庫補助も行われて
いる。通学路における安全については、近年
発生した通学路における児童生徒等に対する
犯罪の発生を受け、へき地支援のスクールバ
スに、通学距離が短い児童生徒を同乗させる
取組等がなされている。さらに、文部科学省
としても各省庁と連携し、各都道府県及び指
定都市教育委員会に対して、路線バス等をス
クールバスとして活用することについて、登
下校の安全確保の方策の一つとして検討する
よう求めている。
　さて上記報告書によると、全国の62.7%の
自治体（市区町村および事務組合をいう。以
下同じ）において、公立小学校児童及び中学
校生徒の通学に供するためにスクールバスが
導入されている。新潟県、山形県、青森県、
富山県、北海道、岩手県、島根県など、山間
部や降雪の多い地域を抱える道県では導入率
が高く、導入している自治体が９割を超えて
いる。また、東京都、神奈川県、埼玉県、福
岡県、愛知県では、３割を下回っており、大
都市部の都府県での導入率が低い傾向がみら
れる。スクールバスの運用形態は、専用ス
クールバスの運行と、路線バス等その他の交

通機関の活用の２種類がある。専用スクール
バスは、スクールバスを導入している自治体
の82.0%で運行されており、路線バス等、そ
の他の交通機関は、55.1%の自治体で児童生
徒の通学に活用されている。それぞれの運
用形態で、児童生徒の安全確保についての
意識を調べてみると、専用スクールバスを
運行するグループでは、児童生徒の安全確
保対策を目的の一つとするグループが43.4%
あり、「へき地対応」を目的とするグループ
（75.1%）とともに、安全確保対策がスクー
ルバス運行の主要な目的となっているが、安
全確保対策のみを主たる目的とする運行グ
ループは7.2%に留まっており、安全確保対
策を主な目的としてバスを運行している例は
少ない。またバス停留所までの送迎を地域の
保護者が当番で担当するなど、保護者や地
域の支援を得ている運行グループは22.3%で
あった。路線バス等を運用するグループでは、
児童生徒の安全確保対策を目的の一つとする
運行グループが50.8%あり、「へき地対応」
（69.9%）とともに「安全確保」が主な目的
となっているが、安全確保対策のみを主たる
目的とする運行グループは14.0%に留まって
いる。また、バス停留所までの送迎を地域の
保護者が当番で担当するなど、保護者や地
域の支援を得ている運行グループは21.7%で
あった。
　同報告書には、全国で特徴的な取り組みを
している20の自治体の報告がある。子どもの
安全への取り組みについては、バス停までの
間を集団登下校している例や、地元住民や老
人会のボランティアによって、自宅からバス
停までの道に子ども見守り隊を置くという例
もあった。また保護者からは、スクールバス
によって子どもの登下校について心配をしな
くてもよくなったという意見もある一方で、
歩く機会が減って体力が落ちるので歩かせて
ほしいという意見もあった。学校によっては、
季節の良い時期には、集団登下校で子ども達
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に歩く機会を設けているところもある。
　同報告書には、諸外国のスクールバスにつ
いての報告もある。アメリカとイギリスにつ
いての報告であり州によって多少の違いはあ
るが、アメリカ（ニューヨーク州）では低学
年で２マイル（3.2㎞）以上、高学年で３マ
イル（4.8㎞）以上の通学をする児童生徒達
に、スクールバスが供用されている。アメリ
カもイギリスもスクールバスの安全性にはか
なりの注意が払われている。アメリカニュー
ヨーク州では、スクールバスの運転手にト
レーニングプログラムを課しその終了を義務
づけている。また地元警察と連携をとりなが
ら、治安の悪い地域では、警察官が児童生徒
の通学に付き添っている。さらに、児童生徒
の安全を確保するために乗降時には教員がつ
いている。アメリカコネチカット州では、８
割の児童生徒がスクールバスを利用してい
る。ここでは、スクールバスの運転手に対し
て、年に数回、抜き打ちで薬物及びアルコー
ル検査を行い、他の商業車両の運転手よりも
厳しいアルコール濃度値の規程を超えている
ことが判明した場合は、運転免許が剥奪され
る。また、幼稚園から小学校低学年の幼児児
童がスクールバスを降りる際は、運転手は保
護者が自宅にいることを確認しなければなら
ず、玄関先に保護者の姿が見えない場合は、
幼児児童を学校に連れ帰ることとなっている。
スクールバスの運転手は、毎日同じルートを
決まった時間に走行していることから、地域
の中で起こっている変化や異常事態を察知し
やすい。ここでは、何かあればすぐに関係部
署に知らせることができる体制も整っており、
地域の安全を見守っているといえる。
　イギリスは、５歳から16歳の児童生徒の通
学手段をみると、徒歩が半数弱で最も多く、
次いで自家用車が30%、路線バスが14%、専
用スクールバスを利用している児童生徒は全
体の５%程度である。しかし、送迎の車によ
る交通渋滞も問題になっており、スクールバ

スの利用が見直されている。イギリスサリー
州では、スクールバスのパイロットプロジェ
クトが導入されている。ここでの子どもを守
るための取り組みは、バス専任の添乗員がい
ること、そして彼らが、児童の降車時にバス
停に迎えに来ている大人が児童の保護者であ
ることを確認していることである。もともと、
バス停に児童を迎えにくる大人は事前に登録
することになっている。保護者が現れない場
合は保護者に連絡を取り、プロジェクトの運
営事務所もしくは学校へ連れ帰り、保護者が
迎えに来るまで一緒に待つこととなっている。
また、児童がスクールバスを降車した後に自
宅まで一人で帰宅する場合は、保護者は承諾
書とともにその旨を、書面で州のプロジェク
ト担当職員に申請しなければならない。
　アメリカもイギリスも、スクールバスの車
両の安全性や運転手のチェックなど、スクー
ルバスそのものの安全性とともに、基本的に
子どもを一人にしないことに気をつけている
といえる。
　行政の取り組みとして、ここではスクール
バスの運行を挙げたが、他にも種々さまざま
な取り組みが広く行われている。共働き家庭
の子ども達が放課後に安心して過ごせる場を、
地域や地域の学校と協同して用意したり、徒
歩通学の子ども達を、地域の大人達がボラン
ティアで見守ったりするなどである。このよ
うにして、子どもは子育てをしている当事者
たちだけでなく、「社会で育てる」という意
識をより浸透させる施策が行われている。

子どもの危険を察する能力

　強制的な連れ去りはともかく、言葉巧みに
子どもを誘って連れ去ってしまう事件も多
い。子どもはある程度の年齢になると、「知
らない人について行ってはいけない」こと
を、さんざん教えられる。八巻（2010）によ
ると、2007年に首都圏で小中学生を対象に行
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われた調査でも、「犯罪から自分で自分の身
を守るよう、家の人から注意されたことがあ
る」とする回答は、小学生で73.9%、中学生
で58.9%になり、性別では女子の方の比率が
高い。具体的にどのような注意を受けたのか
を調べてみると、小学生は「知らない人につ
いて行かない」という注意が２割を超え、続
いて「大声を出す」「逃げる」など具体的な
行動が多くなっている。中学生では、「あや
しい人や場所を避ける」「暗いところに行か
ない」など自分で考えて判断するような注意
が増えている（八巻、2010）。しかし現実の
場面では、必ずしもその教えに従っていると
は限らない。
　江尻（2010）は、保育園の年中児・年長児、
小学校１年生・２年生を対象に、個別面接で
子ども達の危険を認識する能力を調べている。
紙芝居で、主人公の子どもが一人で歩いてい
るところに、大人（見知らぬ人やよく知って
いる人）がやってきて、「子犬が産まれたの
で見に行こうよ」というような子どもにとっ
て興味がありそうな誘いをする場面を見せ、
その後子ども達に、自分が主人公だったらど
うするかを聞いた。その結果、小学校１年生
以上になると適切な行動ができるようになり、
相手が知っている人でもより慎重な行動をと
るようになることもわかった。しかし、何ら
かの誘いで声をかけるのではなく、たとえば
「ものをなくして困っているので一緒にきて
探してほしい」というように、自分は今困っ
ているので助けてほしいという声かけをする
と、誘われる場面ではついていかなかった子
どもでも、ついて行きやすくなることがわ
かった。江尻（2010）は、見知らぬ人からの
誘いを断る能力はまだ発達途上であり、状況
によっては相手について行ってしまうことを、
大人は知っておくべきだと述べている。
　清水（2010）も「困っている人は助ける」
という向社会的行動と「知らない人にはつい
て行かない」という危険回避の行動のジレン

マについての実験を紹介している。この実験
では、年長の幼児と小学校１・２年生の児童
を対象に、はぐれた親を探しながら一人で歩
いている時に、車に乗った見知らぬ男の人
（女の人）がやってきて、一緒に車に乗って
駅に行く道を教えてほしいと頼む場面で、子
どもはどうするかを調べた。約４分の３の子
どもが「ついて行かない」と回答し、約半分
の子どもが「道を教える」と回答した。「つ
いて行かないし道も教えない」と回答した子
どもは49.1%で、「ついて行かないけど道は教
える」と回答した子どもは23.1%いた。「つい
て行かないけど道を教える」方法として、児
童では「方向を指さして教える」「地図を書
いてあげる」という回答がみられたが、幼児
では具体的な方法を回答できた者はほとんど
いなかった。さらに、条件を変えて調べてみ
ると、子どもが「自分も駅に行きたい」と
いう欲求を持っているときには、「ついて行
く」という反応が、幼児で約60%、児童は約
50%に増加した。また「道を教える」という
子どもも、自分の欲求と一致としたときに多
くなった。その理由には、見知らぬ人が自分
を助けてくれるのだと思ったり、車の方が速
いので自分の欲求が効率的に満たされると
思ったりすることなどが挙げられている。清
水（2010）は、児童期前期までは、場面に
よっては子どもの危険認知が弱まる場合があ
ることを述べ、向社会性の発達を阻害しない
年齢別の安全教育が必要であるとしている。

メタ認知の発達

　清水（2010）では、自分の欲求と一致する
と、子どもの危険察知能力が低くなることが
示されたが、女子大学生が「モデルにスカウ
トしたいので写真を撮らせてほしい。」と誘
われて車に乗りこみ、あやうく性犯罪に遭い
そうになった事例もある。年齢に関わらず、
自分にとって有利なものや興味のあるものを
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提示された場合には、危ないかもしれないと
危険を予想する能力が影響を受ける可能性が
ある。この危険察知能力には、広い意味での
メタ認知も関わっていると考えられる。
　メタ認知とは「認知についての認知」とい
われ、自分自身の知的な活動を把握したり、
認知過程を監視しコントロールしたりするこ
とである。イメージとしては、一段高いとこ
ろから今の自分の活動を見るような感じであ
る。Brown（1978）は、自分がわかってい
るか否かがわかるというメタ理解、行為やそ
の結果、課題の困難度の予測などの認知につ
いての知識、計画立案点検やモニタリングな
どの監視機能や注意配分機能等を、メタ認知
と呼んでいる。メタ認知を使うということは、
自分の能力を客観的に見るということでもあ
る。もし自分が、記憶をすることは苦手だと
わかっていたら、大事な予定を忘れないため
に「メモをとろう」「何回も繰り返して覚え
よう」などという行為をするが、自分が忘れ
そうだと気づくことがメタ認知の働きである。
このように自分の認知処理の過程だけに限ら
ず、広く客観的に自分が置かれている状況を
とらえることもメタ認知とすると、危険察知
の能力もメタ認知に関わっているといえる。
自分の置かれている状況がどれぐらいの危険
を持っているか、また危険な状況になりそう
であるかを判断するのは、メタ認知であろう。
そしてその判断には、危険についての知識や
過去の経験なども影響してくる。
　一般的に、メタ認知は小さい時には未発達
で徐々に発達していくと考えられている。３、
４歳児でも、一度に多数の項目を覚えるのは
困難だということを知っており、外的道具
（メモなど）を使うと有効であることを知っ
ている。このように、幼児でもメタ認知はみ
られるが、その働きは十分ではない。幼児に
「どれだけの項目を覚えられるか」と聞いて
みると、４歳児では、実際には少ししか覚
えられないにも関わらず多くの個数を答える。

大人は同じ質問をされると、ほぼ自分が覚え
られる個数を答える。すなわち、幼児は自分
の能力を客観的にみることができないのであ
る。メタ認知は幼児から使われ始め、小学校
にはいると急速に発達していき、11、12歳頃
にまでには完成するといわれている。
　危険察知能力にメタ認知が関わっていると
考えると、幼い子どもほどその発達が不十分
であるため危険を予想することは困難だと予
想される。Wertsch（1979）は、Vygotsky
の発達の最近接領域の考えをもとに、メタ認
知（自己統制力）を、大人の子どもへの統制
的働きかけがその後の自覚的コントロールと
いうメタ認知の基礎になると考え、大人（母
親）と子どもの間の相互交渉に求めている。
このことからすると、メタ認知の育成にも、
また危険に関する知識の習得にも、大人のガ
イドが発達初期には必要であることが分かる。

終わりに

　少子化社会において、安心して子どもを産
み育てるために、子どもの安全について考え
てきた。本稿では触れなかったが、子どもが
巻き込まれる犯罪や事故が減りつつある状況
の中で、虐待だけは増加の一途をたどってい
る。内閣府の平成24年版子ども・若者白書に
よると、児童虐待に関する相談対応の件数は、
平成22年度は５万6,384件（前年度比27.5％
増）となっている。その内容は、平成22年度
は身体的虐待が38.2％と最も多く、次いでネ
グレクトが32.5％、以下心理的虐待、性的虐
待の順となっている。虐待を受けた児童の年
齢構成は、０歳～就学年齢以前の乳幼児が全
体の43.8％を占めており、虐待が早い時期か
ら始まっていることを示している。主たる虐
待者は、平成22年度においては実母が60.4％
と最も多く、次いで実父が25.1％となって
いる。
　カナダでも虐待は大きな問題であった。離
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婚率が高いため子どもを連れて再婚すること
も多く、義理の父や母から性的虐待や暴力を
受ける事件を耳にした。虐待の原因は個々の
ケースによって異なりその背景も異なるため、
一律の対応は困難である。しかし、虐待の深
刻さは緊急を要しており、一刻も早い対応が
望まれる。
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